
第１号様式（第５条） 

事 前 相 談 申 出 書 
年  月  日 

（宛先）鎌 倉 市 長 

住所                             

氏名                             

電話         （    ）              
（法人にあっては、その名称・代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入してください。） 

住所                             

（代理人）   氏名                              

電話         （    ）               
（法人にあっては、その名称・代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入してください。） 

 鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例第 13 条の規定により、開発事業の計画について、関係法令等並び

に同条例に定める手続及び基準等の基本事項に関する相談を申し出ます。 

事
業
概
要 

事 業 目 的 

□住宅（   区画） □共同住宅（   戸） □その他（      ） 

□墓地等 □動物霊園 □コインパーキング □スポーツレクリエーション施設 

□岩石等の採取施設 

事業 

区域 

地名地番 鎌倉市 

面  積 ㎡ 

土
地
利
用
規
制
等 

用 途 地 域 （容積率   ％／建ぺい率   ％） 

鎌倉景観地区  □区域内           □区域外 

風 致 地 区 □第  種風致地区      □区域外 

地 域 区 分 □区分１           □区分２ 

そ  の  他 

□保全対象緑地 

□歴史的風土保存区域  □近郊緑地保全区域  □緑地保全地域 

□特別緑地保全地区候補地  □都市公園候補地 

□急傾斜地崩壊危険区域 □地区計画区域等（        ） □第  種高度地

区 

□（ 防火 ・ 準防火 ）地域 □自然環境保全地域 □特別緑地保全地区 

□保安林・保安施設地区 □農用地区域 □その他（        ） 

条 

例 

適 

用 

区 

分 

開 発 事 業 

500㎡以上の土地に関する 

 特定斜面地の宅地造成又は斜面地建築物の建築 

 開発行為若しくは再開発型開発行為又は建築 

□ア 

□イ 

□ウ 

□エ 

□オ 

一定規模（建築物の高さ又は階数）を超える建築 
□カ 

□キ 

300㎡以上500㎡未満の土地に関する 

 特定斜面地の宅地造成又は斜面地建築物の建築 

□ク 

□ケ 

□コ 

300㎡以上500㎡未満の土地に関する区画の分割 □サ 

葬祭場の建築 □シ 

ワンルーム建築物の建築 □ス 

墓地等の設置 □セ 

動物霊園の設置 □ソ 

コインパーキングの設置 □タ 

300㎡以上の土地におけるスポーツレクリエーション施設の設置 

□チ 300㎡以上の土地における岩石等の採取施設の設置 

 300㎡以上の土地におけるその他の施設の設置 
 （注）太枠の中だけ記入してください。  


